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１１１１．．．．排出削減事業排出削減事業排出削減事業排出削減事業のののの概要概要概要概要    

排出削減事業名排出削減事業名排出削減事業名排出削減事業名    A 重油ボイラからバイオマスボイラへの更新プロジェクト 

排出削減事業者名排出削減事業者名排出削減事業者名排出削減事業者名    株式会社オヤマ 

排出削減共同実施排出削減共同実施排出削減共同実施排出削減共同実施    

事業者名事業者名事業者名事業者名    
一般社団法人 低炭素投資促進機構 

事業実施場所事業実施場所事業実施場所事業実施場所    

株式会社オヤマ 本社工場 

（岩手県一関市室根町折壁字愛宕下 161） 

事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    

本事業は、A 重油ボイラ 5 基をバイオマスボイラ 2 基及び廃熱ボ

イラ 1 基へ更新する。バイオマスへのエネルギー転換によって、

CO2 排出量を削減する。 

排出削減量排出削減量排出削減量排出削減量のののの計画計画計画計画    
2012 年度：412 tCO2  

（事業実施期間合計 412 tCO2） 

国内国内国内国内クレジットクレジットクレジットクレジット    

認証期間認証期間認証期間認証期間    

開始日   2012 年 11 月  1 日 

終了予定日 2013 年  3 月 31 日 

排出削減方法論排出削減方法論排出削減方法論排出削減方法論    方法論番号 001 ボイラーの更新 

 

２２２２．．．．審査結果審査結果審査結果審査結果    

 本事業は、排出削減事業の要件に適合している 

    

    

    

    

    



３３３３．．．．実施実施実施実施したしたしたした審査審査審査審査手続手続手続手続のののの概要概要概要概要    

審査手続により、以下の排出削減事業の認証の要件の妥当性を確認している。 

要件要件要件要件    審査審査審査審査手続手続手続手続    

日本国内日本国内日本国内日本国内でででで実施実施実施実施さささされることれることれることれること    事業計画が日本国内で実施されていることを、事業サイトを

訪問して確認した。 

排出削減事業実施場所：株式会社オヤマ 本社工場 

（岩手県一関市室根町折壁字愛宕下 161） 

事業実施サイトの視察日付：2012 年 11 月 21 日 

追加性追加性追加性追加性をををを有有有有することすることすることすること    1) 法的義務がないこと 

本事業は、法的義務等の遵守のために計画されたものでは

なく、CO2 排出量の削減を目的として実施されたことを、

関係者への質問等により確認した。 

2) 設備が継続利用可能であること 

排出削減事業を実施せず、設備更新を行わない場合、既存

設備を継続して利用できたことを、現地視察及び事業者へ

の質問等により確認している。 

3) 投資回収年数 

排出削減事業の投資回収年数は 4.0 年である。投資回収年

数計算の根拠データについて、事業者及び関係者への質問

及び検算、関連証憑との突合により正確性を確認してい

る。 

また、投資回収年数については、補助金を除いた純投資額 

をもとに算出している。  

4) 追加性判断における定性要因 

 既存の A重油ボイラーまだ利用可能であるが、従来より鶏

舎及び事務所への高効率照明(LED)の導入及び鶏糞の燃料

化等の CO2 排出量削減活動を推進しておりその一環とし

て国内クレジット制度による当事業に至ったことを関係

者への質問等により確認している。 

自主行動計画自主行動計画自主行動計画自主行動計画にににに参加参加参加参加していしていしていしてい

ないないないない者者者者によりによりによりにより行行行行われることわれることわれることわれること    

排出削減事業者への質問、その他関係者への質問、排出削減

事業者の提出した誓約書の確認等により、自主行動計画に参

加していない事業者であることを確認している。 

排出削減方法論排出削減方法論排出削減方法論排出削減方法論にににに基基基基づいてづいてづいてづいて

実施実施実施実施されることされることされることされること    

１）本排出削減事業は、承認済方法論 001 に基づき排出削

減量を計算しており、方法論の適用条件を満たしていること

を確認している。  



承認済方法論 001 

適用条件 1：更新後のボイラーは、バイオマスを燃料とす

るボイラーであり、標準的なボイラーより高効率であるか

については問わないこと。 

適用条件 2：既存のボイラーは、更新後も引き続き運転可

能であること。 

適用条件 3：更新後のボイラーで生産した蒸気はすべて自

家消費することを、現地視察及びヒアリングにより確認し

ている。 

2) その他、バウンダリの設定、ベースラインの設定、リー 

ケージの特定、排出削減量、モニタリング方法が適切であ 

ることについて、それぞれ質問と関連証憑により確認して 

いる。 

3）ベースライン排出量の算定に係る既存設備の最大利用期 

間について、法定耐用年数の 2 倍を超えていないことを確

認している。 

4）当該事業で使用するバイオマス燃料の運搬等に係るリー 

ケージ排出量及び、ボイラーの燃料供給装置等の補機の電

力使用量により生ずる排出量についても全体の 5%に満た

ないことを排出削減事業者の質問や、関連証憑等により確

認している。 

 

４４４４．．．．特記事項特記事項特記事項特記事項    

震災建築廃材及び岩手県内原木・製材端材・支障木を原料として使用していることを、

排出削減事業者への質問により確認している。 

以上 


